
令和元年 6 月 28 日 
各 位 

福岡市財政局技術監理部 
技術企画課 

 

総合評価方式（型式Ⅱ型）における「一括審査方式」の導入について 

 
 福岡市では，入札参加者及び発注者双方の事務負担の軽減を図るとともに，効率的な
入札・契約事務の実施を図るため，令和元年８月から，総合評価方式による（制限付）
一般競争入札において「一括審査方式」を導入します。 
  
 
 
 
 
 
１ 一括審査方式の概要 
 
 （１）一括審査の対象となる全ての工事において，技術評価項目は同一とするため，

作成する技術提案書は１つのみになります。 
 
（２）一括審査の対象となる工事は，各入札公告における「一括審査対象工事一覧」

を参照してください。 
  
（３）入札参加者は，工事毎に設定される入札参加資格を満たしたうえで，一括審査

対象工事の全ての工事又は希望する工事の入札に参加することができます。 
 
 （４）入札書及び工事費内訳書の提出は，入札に参加する工事についてのみ行ってく

ださい。 
 
２ 適用開始時期 
  令和元年８月１日以降の入札公告案件より適用 
 
 
 
 
 

一括審査方式とは，入札参加資格要件等を共通化できる複数工事の発注を同時期
に行う場合，入札参加者からの技術提案書（提案項目及び企業評価項目）の提出を
１つのみとし，技術提案書の審査・評価を一括して行うものです。 

＜問い合わせ＞ 
財政局技術監理部技術企画課企画係 
TEL711-4903（内 6162） 
FAX733-5767 



【参考】 一括審査方式のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【開札】 

 ①工事 ②工事 ③工事 ④工事 ⑤工事
1番目 2番目 3番目 4番目 5番目

落札決定
3位 2位 1位 他案件落札 他案件落札

落札決定
1位 他案件落札 他案件落札 他案件落札 他案件落札

落札決定
5位 3位 2位 2位 1位

落札決定
不参加 不参加 3位 1位 他案件落札

落札決定
2位 1位 他案件落札 他案件落札 他案件落札

4位 4位 4位 3位 2位

評価値順位 

Ａ社 

Ｂ社 

Ｃ社 

Ｄ社 

Ｅ社 

Ｆ社 

【技術提案書の提出】 

5工事すべてに参加する場合は，5つの技術提案書が必要 

5工事すべて参加する場合でも，１つの技術提案書のみ提出 

一括審査方式導入後 

  これまで 

①工事 ②工事 ③工事 ④工事 ⑤工事

技術

提案書Ａ

技術

提案書Ｂ

技術

提案書Ｃ

技術

提案書Ｄ

技術

提案書Ｅ

①工事 ②工事 ③工事 ④工事 ⑤工事

各工事に共通する技術提案書

開札順番 

入札参加者 

※ 評価値 ＝ 技術評価点 ／ 入札金額 
※ 上記の開札イメージにおいて，各入札参加者の入札金額は工事毎に異なります。 



◆ 一括審査対象工事における「施工上の提案」の提案作成上の留意点 

 技術提案書　様式４関連

１．最も注意すべき事項

２．具体的な対応策

３．「追加提案」としない提案内容

下記の提案については，追加提案としないので注意すること。

評価項目 ① 「〇〇時」における「安全管理（公衆災害の防止）」について

（施工上の提案に係る事項）

着　目　点　等　

上記への「具体的な対応策」について提案を求める。

【設計変更等の協議で対応すべき提案】
　　・誘導員等の数，配置に関する提案
【複数提案】
　　・実施内容が２つ以上記載されている提案
【表現が抽象的で実施内容が不明確な提案】
　　・実施方法や基準，規格等が明記されていない提案

「〇〇時」における

「安全管理」について「公衆災害の防止」の観点から

施工上「最も注意すべき事項」について提案を求める。

技術提案書　様式４関連

１．最も注意すべき事項

２．具体的な対応策

３．「追加提案」としない提案内容

下記の提案については，追加提案としないので注意すること。

評価項目 ① 「〇〇時」における「安全管理（公衆災害の防止）」について

（施工上の提案に係る事項）

着　目　点　等　

上記への「具体的な対応策」について提案を求める。

【設計変更等の協議で対応すべき提案】
　　・誘導員等の数，配置に関する提案
【複数提案】
　　・実施内容が２つ以上記載されている提案
【表現が抽象的で実施内容が不明確な提案】
　　・実施方法や基準，場所，時期，頻度，規模，規格，実施量等が明記されていない提案

「〇〇時」における

「安全管理」について「公衆災害の防止」の観点から

施工上「最も注意すべき事項」について提案を求める。

【一括審査対象工事の場合】 【個別工事の場合】 

一括審査対象工事においては，対象となる全

ての工事に共通する提案を記載して下さい。

共通化できない，場所，時期，頻度，規模，

実施量等は記載しないで下さい。 

 
施工上の提案 受付№　　　　　　　【様式４】

本工事の現場条件や設計図書等の内容を考慮した上で，以下の各項目に記載すること。

評価項目 ①

←いずれかを選択

（１）

施工上「最も注意すべき事項」を一つと，その理由を具体的に記載すること。

※フォントサイズは10.5ｐｔ以上とし，２００文字以内とする。 字数↓

0

（２）上記への「具体的な対応策」として，標準案（設計書，仕様書等に基づき実施すべき事項）を上回る

提案を一つと，その効果を具体的に記載すること。

※フォントサイズは10.5ｐｔ以上とし，２００文字以内とする。 字数↓

68（どこ）に，（どういった仕様）の（物）を（数量），（期間）設置する。など，具体的に記載し
てください。

※この記載を消して記入願います。

「〇〇時」における「安全管理」について「公衆災害の防止」の観点から

工事名  ○○工事

「〇〇時」における「安全管理（公衆災害の防止）」について

提案の有無

・数量，場所，期間，仕様等は具体的に記入してくださ

い。具体的に記載されていない場合，追加提案としませ

ん。

・実施内容は１つのみ記入してください。複数の実施内

容が記載された場合，追加提案としません。

施工上の提案 受付№　　　　　　　【様式４】

本工事の現場条件や設計図書等の内容を考慮した上で，以下の各項目に記載すること。

評価項目 ①

←いずれかを選択

（１）

施工上「最も注意すべき事項」を一つと，その理由を具体的に記載すること。

※フォントサイズは10.5ｐｔ以上とし，２００文字以内とする。 字数↓

0

（２）上記への「具体的な対応策」として，標準案（設計書，仕様書等に基づき実施すべき事項）を上回る

提案を一つと，その効果を具体的に記載すること。

※フォントサイズは10.5ｐｔ以上とし，２００文字以内とする。 字数↓

133

⑨一括審査対象工事名： 〇〇工事（その９）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】

⑤一括審査対象工事名： 〇〇工事（その５）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】
⑥一括審査対象工事名： 〇〇工事（その６）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】
⑦一括審査対象工事名： 〇〇工事（その７）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】

（どういった仕様）の（物）を設置するかを具体的に記載してください。

※一括審査対象工事においては，対象となる全ての工事に共通する提案を記載することとなるた
め，共通化できない，場所，時期，頻度，規模，実施量等は記載しないで下さい。

※この記載を消して記入願います。

「〇〇時」における「安全管理」について「公衆災害の防止」の観点から

「〇〇時」における「安全管理（公衆災害の防止）」について

提案の有無

①一括審査対象工事名： 〇〇工事（その１）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】
②一括審査対象工事名： 〇〇工事（その２）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】
③一括審査対象工事名： 〇〇工事（その３）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】
④一括審査対象工事名： 〇〇工事（その４）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】

⑧一括審査対象工事名： 〇〇工事（その８）（総合評価方式）・【一括審査対象工事】

・仕様等は具体的に記入してください。具体的に記載されて

いない場合，追加提案としません。

・実施内容は１つのみ記入してください。複数の実施内容が

記載された場合，追加提案としません。
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